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阪神地域都市計画区域マスタープラン等の見直しの流れ 
 
 
【平成25年度】 
 
 
 
 
 
 
【平成26年度】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【平成27年度】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

都市計画区域マスタープラン等の見直し基本方針の策定（平成25年12月） 

兵庫県都市計画審議会 
（都市計画区域マスタープラン等の 
都市計画決定に関する審議） 

説明会の開催（平成27年４月28日） 

都市計画区域マスタープラン等の変更告示（平成28年３月予定） 

都市計画区域マスタープラン等の見直し（素案）の作成 
■都市計画区域マスタープラン 
■区域区分（線引き） 
■都市再開発方針等 
（都市再開発の方針、住宅市街地の開発整備の方針、防災街区整備方針） 

素案の閲覧 

公聴会の開催（平成27年５月予定） 

都市計画区域マスタープラン等の見直し（案）の縦覧（平成27年12月予定） 
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境等の改善を図るとともに、シニアカーや電動アシスト自転車等のパーソナ

ルモビリティの導入の促進についても検討する。 

なお、公共交通ネットワークの確保が困難な農山漁村等においては、移動

販売やＩＣＴを活用した個人向け商品販売・配送システムの充実等の民間企

業・団体の新たな取組を活用しながら、日常生活の持続性を確保する。 

(ｳ) 拠点連携型都市構造化による効果 

拠点連携型都市構造を実現することにより、医療・福祉施設、商業施設等が住

まいに身近なところで集積し、あるいは公共交通により各拠点にアクセスできる

など、高齢者等が安心して暮らすことのできる環境が整った「歩いて暮らせるま

ち」となり、まちのにぎわいや生活の質の維持・向上が図られる。また、道路等

の都市基盤施設の維持管理・更新の効率化・重点化、学校や病院等の公共施設の

有効活用、公共交通や福祉サービスの効率的提供など、財政負担の軽減も期待で

き、持続可能な都市へと変貌させることができる。 

さらに、この実現は、自家用車から公共交通への転換を促すとともに、市街地

の集積を生かしたエネルギーの効率的な利用を可能とするなど都市の低炭素化

にも寄与することが期待できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 本県の現在の都市構造 

本県では、交通利便性の高い瀬戸内臨海部において、人口及び都市機能が集積し

ており、特に神戸、阪神地域で高密度な市街地を形成している。 

また、内陸部においては、ニュータウンや市町の中心部、鉄道駅の周辺等にこれ

らの集積がみられ、こうした市街地は、鉄道やバス、基幹道路等の交通ネットワー

図２ 拠点連携型都市構造のイメージ 
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図３ 本県の現在の人口分布及び交通ネットワークの状況 

-22-




